
令和 5 年 10 月

保　護　者　各　位

　※ 上記期日までに役場 保育幼稚園課に連絡なく提出がない場合は、令和５年１２月末日をもって保育の必要性の

　　認定を取消します。

□

　　寒川町役場　保育幼稚園課（5番窓口）（※郵送可。ただし、郵送の場合は必ず事前にご連絡ください。）

　　土・日・祝日を除く、８時３０分から１７時００分まで

【　就労（自営業）の場合　】

□ 就労証明書

　自営業・内職などの人　※下記の表から１点以上、直近３か月分を提出してください（コピー可）

　※家族・親族が経営する会社にお勤めの場合は給料明細等（３か月分）の添付をお願いします。

□ 仕入伝票 □ 給与明細書・報酬の記録

□ 商品等販売代金の請求書・領収書 □ 賃金台帳

□ 請負契約書 □ 出勤の記録（ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ等）

□ 給与明細書・報酬の記録 □ 通勤記録

□ 賃金台帳 □ 通勤記録

□ 出勤の記録（ﾀｲﾑｶｰﾄﾞ等） など など

自　営　協　力　者自　営　中　心　者

寒川町学び育成部保育幼稚園課長

就労証明書等の提出について

全　　員　　提　　出

※自営の方も就労証明書（添付書類必須）をご提出ください。添付書類については「５．提出書類」で確認してください。

保育の必要性がなくなった等で保育認定を取り消す場合、提出が必要です。給付認定取消申請書

必 要 な 場 合 の み 提 出（役場 保育幼稚園課窓口にてご記入ください。）

令和６年１月以降も継続して保育認定を希望する児童の保護者等
※在所児童の『父・母』『事実婚等（交際含む）の同居人』すべての方の提出が必要とな
ります。

就労証明書等□

１．提出期限

４．証明すべき期間

３．提出場所

５．提出書類

※ きょうだいで入所している場合は（保育所等含む）、人数分ご提出ください。（コピー可）

２．提出書類・提出対象

継続的に保育の必要性を満たしているかを確認するため、就労証明書等の提出をお願いします。

令和 ５ 年 １２ 月 ８ 日（金）１７時 ※厳 守

令和５年５月から令和５年１０月末までの６か月間

※１．上記期間途中で転職した場合は、転職前の勤務先および現在の勤務先の証明が必要です。転職前の勤務先に就労

証明の記載をしてもらえない場合は、就労日数を証明できるものを提出してください。（給料明細書など）

企業主導型（地域枠）
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【妊娠・出産など】

□ 出産連絡票＆出産予定日が分かるもの（母子手帳の写しなど）　※出産の予定がある人

【疾病および障がいなどによる入所の場合】

□ 診断書（発行日が１ヶ月未満のもので、保育が出来ないことが分かる内容のもの）

または、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの写し

【介護による入所の場合】

□ 介護申立書　※同居の家族を介護または看護している人

要介護者の診断書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの写しや

介護の状況がわかる書類を併せてご提出ください。

【就学による入所の場合】

□ 就学証明書　※就労につながる学校（職業訓練校など）に通学している人

学生証等の在学を証明する書類も併せてご提出ください。

１．入所の要件以外にも、下記の場合は役場 保育幼稚園課への届け出が必要です。

● 住所変更　※転出の場合は、早めにお手続きをお願いいたします。

　● 婚姻・離婚等による保護者の変更　※認定保護者等の変更が必要な場合があります。

　● 世帯構成員等の変更（出生・死亡以外）

　● 仕事を辞めたとき（求職中になった時） など

２．入所要件について

６．その他

保育の必要性の要件を変更する場合等は、その都度、町保育幼稚園課への報告が必要です。
報告なく、要件に変更が生じていた等が判明した場合は、

判明した月の前月末をもって保育の必要性の認定を取り消します。

詳しくは･･･

寒川町学び育成部保育幼稚園課

電話 0467-74-1111

内線 １５１～１５４

保育認定を継続するには、保育の必要性を常に満たしている必要があります

書類が必要な場合は、寒川町ホームページからダウンロードいただくか、

または、各保育所事務室や町保育幼稚園課窓口でお受け取りください。
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